
第２３期第１1 回 
松浦海区漁業調整委員会 

 
 
 

日時 令和８年３月10日（火）15時から 
場所 唐津市水産会館 研修室 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（1） ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針（案）について（協議）・・・・・・・P１〜３ 
（2） 令和８年（2026 年）度もじゃこまき網漁業の許可 

方針（案）について（諮問）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４〜６ 
（3） きす一重流し刺網漁業特認許可方針（案）について（諮問）・・・・・・P７〜１１ 
（4） 松浦海区における区画漁業の免許について（諮問）・・・・・・・・・P１２〜１５ 
（5） 特定水産資源（するめいか）に関する令和８管理年度における 

知事管理漁獲可能量の設定（案）について（諮問）・・・・・・・・・P１６〜１８ 
（6） 特定水産資源（くろまぐろ）に関する令和７管理年度における 

知事管理漁獲可能量の変更について（報告）・・・・・・・・・・・・・・・・別冊 
（7） 外津漁業協同組合におけるマガキ試験養殖について（協議）・・・・・P１９〜２７ 
（8） 漁業法第 91 条第１項に基づく指導について（諮問）・・・・・・・・P２８〜３６ 
（9） 第 23 期第１回筑肥連合海区漁業調整委員会について（報告）・・・・P３７〜３８ 
（10） その他 
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議題１



ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針（案） 

 

  令和８年（2026年）度における、ぶり（もじゃこ）の特別採捕の許可につい

ては、次の方針により処理する。 

 

１  適用除外の事項 

 

      佐賀県漁業調整規則第37条第１項 

 

２  使用漁具及び漁法 

 

      まき網、すくい網（まき網を使用する場合は、もじゃこまき網漁業に係

る知事の許可を受けなければならない。） 

 

３  採捕区域 

 

      佐賀県玄海海域 

    

４  採捕期間 

 

   令和８年（2026年）５月２０日から令和８年（2026年）６月１１日まで 
 

 

５  許可の有効期間 

 

   令和８年（2026年）５月２０日から令和８年（2026年）１０月３１日まで 

 

６  許可隻数 

 

      １０隻 
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７  条件 

（１）共同漁業権漁場で操業してはならない。 

  （２）もじゃこの総採捕尾数は、各年度定めた採捕数量計画尾数を按分した

尾数以内とする。 

  （３）採捕したもじゃこは、10月31日まで販売してはならない。 

  （４）採捕する網目の目合は、1.2センチメ－トル以上（26節以内）とする。 

  （５）操業中は別に定める標旗を掲げなければならない。 

（６）漁期終了後は、速やかに採捕尾数実績報告書を提出しなければならな

い。 

  標旗 
 

 

      地  色： 桃色 

 

      文字色： 白色 

  ８年（2026年）度許可番号 第    号 

 

           も じ ゃ こ 

 

                          佐賀県 

 

 

 

８ 許可の対象 

（１）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖業 

を営む者 

（２）佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者 

 （３）佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 
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水 産 第 4 7 5 7 号 
令和８年３月６日 

 
 
松浦海区漁業調整委員会 
会長 川 嵜 和 正 様 

 
 

佐賀県知事 山 口 祥 義 
 
 

令和８年（2026 年）度もじゃこまき網漁業の許可方針（案）につい
て（諮問） 

 
このことについて、別案のとおり許可方針を定めたいので、佐賀県漁業調整規

則第 15 条第２項、第 11 条第３項及び同条５項の規定により、貴会の意見を求
めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当：水産課漁業調整担当 伊藤・吉田 
電話：0952-25-7145 
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議題２



令和８年（2026年）度もじゃこまき網漁業許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

もじゃこまき網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     １０隻 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     令和８年５月２０日から令和８年６月１１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

     ①第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖 

業を営む者 

②佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者 

     ③佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

④佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第 

１項各号のいずれにも該当しない者 

⑤適切な資源管理を実践できる者 

⑥漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

    令和８年５月２０日から令和８年１０月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   令和８年４月１日から令和８年４月３０日まで 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとす

る者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先

順位とする。また、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。 

なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 
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（１）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、現在「ぶり 

養殖業」を営んでいる者 

（２）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、新たに「ぶ

    り養殖業」を営もうとする者 

第５ 条件 

   １  共同漁業権漁場内で操業してはならない。 
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水 産 第 4 9 0 8 号 

令和８年３月９日 

 

 

松浦海区漁業調整委員会 

会長 川 嵜 和 正 様 

 

 

佐賀県知事 山 口 祥 義 

 

 

きす一重流し刺網漁業特認許可方針（案）について（諮問） 

 

 このことについて、別添のとおり許可方針を定めたいので、佐賀県漁業調整規

則第１１条第３項及び第１５条第２項の規定により、貴委員会の意見を求めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：水産課漁業調整担当 吉田    

電話：0952-25-7145 
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議題３



1 

 

きす一重流し刺網漁業特認許可方針（案） 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     きす一重流し刺網漁業（特認） 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ２０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限措置なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限措置なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ６月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

 ① 唐津市の湊浜及び神集島のいずれかの地区において漁港機能を有する

施設を拠点として漁業を営もうとする者。ただし、上記地区以外におい

て漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者について

は、松浦海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

る場合に限り、同委員会が指定する区域での操業を認めることとする 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第１項  

各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和８年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   令和８年４月１日から令和８年４月３０日 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとする

者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先順位に
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2 

 

より、許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間

の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、

この限りでない。 

（１）前回の許可最終日の１２月３１日現在で、当該許可を有していた者 

（２）当該漁業許可を有する者から許可を承継し、許可を有していた船舶と

同じ船舶にて当該漁業を営もうとする者。（従前の当該漁業の許可を

有していた者が、この許可方針に基づく更新申請を行わないことに伴

い許可を承継する場合を含む。）ただし、承継を受ける者は、当該漁

業許可を有する者から２親等以内の親族に限る。 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有している者 

（４）上記（１）～（３）に該当しない者 

第５ 条件 

   （１）唐津市土器崎から正北に引いた直線、唐津市相賀と同市湊町の境界に 

設置した漁場標識と唐津市神集島南端を結んだ直線、唐津市神集島南

端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び最大高潮時海岸線によ

って囲まれた海域外で操業してはならない。 

   （２）７月１６日から７月３１日までは操業してはならない。 

（３）唐津市唐津城と唐津市神集島東端を結んだ直線の延長線、唐津市神集 

島南端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び唐津市呼子町小川島 

北端と福岡県糸島市志摩姫島北端を結んだ直線によって囲まれた佐賀県 

海域では、６月１日から７月３１日までの間は操業してはならない。 

    （４）共同漁業権漁場内で操業してはならない。ただし、事前に漁業権者

と協議し、同意が得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書の写

しを操業時に携帯しなければならない。 

    （５）定置網漁業の保護区域内で操業してはならない。 

    （６）漁具、漁法の制限 

 ① 使用する漁具は浮子方の長さ 500メ－トル以内のもの１統とする。 

           （替網を船内に搭載してはならない。） 

② 夜間（日没から日の出まで）操業をしてはならない。 

③ 操業の際は、県が交付する標旗を掲げなければならない。 

④ 佐賀県漁業調整規則第55条に規定された漁具の標識に許可番号を記 

          載しなければならない。 
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3 

 

⑤ 操業中は、使用船舶を漁具の周囲50メ－トルの範囲内に留めておか 

          なければならない。 

⑥ 使用船舶の機関室の両側の舷しょう板（通称カイシング）に、だい 

          だい色又は緑色の船体表示（幅20センチメ－トル、長さ 160センチメ 

          ートル）をしなければならない。 

                  （注）  だいだい色：湊 浜 

              緑    色：神集島 

 

      （標  旗）    地色：だいだい色 

                   字色：白  色 

 

      ８年（2026年）許可     号） 

 

 

         き            す 

 

 

                     佐賀県 
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水産第 4810 号 

令和８年３月４日 

 

 

松浦海区漁業調整委員会 

   会長 川嵜 和正 様 

 

 

佐賀県知事  山 口 祥 義 

 

 

松浦海区における区画漁業の免許について（諮問） 

 

 

 令和７年12月19日付けで公示した松浦海区における区画漁業の漁場計画について、

佐賀玄海漁業協同組合他から２件の免許申請がありました。 

ついては、漁業法第７０条の規定により、貴委員会の意見を求めますので、令和８

年３月 19日（木）までに答申してくださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                （担当：農林水産部水産課） 
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議題４



１０年 22 － －

５年 2 － －

わかめ養殖業 6 － －

こんぶ養殖業 3 － －
魚類小割式養殖業
（除　クロマグロ） 20 1 1
魚類小割式養殖業
（クロマグロ） 1 － －

介類小割式養殖業 11 1 1

かき垂下式養殖業 34 － －

かきひび建て養殖業 3 － －

真珠母貝垂下式養殖業 10 － －

真珠養殖業 １０年 12 － －
第
二
種 くるまえび築堤式養殖業 １０年 3 － －
第
三
種 あさり養殖業 ５年 4 － －

107 － －

131 2 2

松浦海区における漁業種類別　免許申請件数

免許期間

共　同　漁　業

海区

定　置　漁　業

漁業種類

松
　
浦
　
海
　
区

５年第
一
種

区画漁業計

区
　
画
　
漁
　
業

　合　　　　　計

令和７年７月
現在免許件数

今回
免許申請件数

今回
漁場計画件数
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松浦海区

　漁業種類

第２種 第３種

組合等名

わかめ こんぶ
魚類小割
式

魚類小割
式（くろま
ぐろ）

介類小割
式

かき垂下
式

かきひび
建て

真珠母貝
垂下式 真珠

くるまえ
び築堤
式 あさり

佐賀玄海 1 1

屋形石 1 1

小川島 0

外津 0

仮屋 0

大浦浜 0

個人 0

計 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

　　　　漁業協同組合等別　免許申請件数一覧

計
第１種

区画漁業

定置漁業

共同漁業
※共有免
許は代表
者のみ
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第１種区画漁業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第３２1号 １月１日から12月31日まで 唐津市鎮西町名護屋方柄浦 佐賀玄海漁業協同組合

介類小割式養殖業

公示番号  漁業の時期  漁場の位置 漁業権者

松区第４１2号 １月１日から12月31日まで 唐津市屋形石地先 屋形石漁業協同組合

魚類小割式養殖業（くろまぐろ養殖業を除く） 存続期間　令和8年4月1日から令和10年8月31日まで

存続期間　令和8年4月1日から令和10年8月31日まで
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   水産第４７９９号 

令和８年（2026 年）3月 2 日   

 

 松浦海区漁業調整委員会 

  会長 川嵜 和正 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

するめいかに関する令和８管理年度における 

知事管理漁獲可能量の設定（案）について（諮問） 

 

 

 このことについて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第１項の規定

により、知事管理漁獲可能量を別紙（案）のとおり定めたいので、同条第２項の

規定により、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 江頭・伊藤) 
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議題５



（別 紙） 

するめいかに関する令和８管理年度（令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの期

間をいう。）における漁業法第 16条第１項に定める数量は、次のとおりとする。 

 

 

するめいか 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   現行水準 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県するめいか漁業 現行水準 
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７水管第 2940 号 

令和８年２月 25 日 

  

  佐賀県知事 殿 

 

                                   農林水産大臣 鈴木 憲和  

 

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだら

オホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわ

し瀬戸内海系群及びぶりに関する令和８管理年度における都道府県別

漁獲可能量の当初配分の通知 

 

  すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホー

ツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群

及びぶりに関する令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分に

ついて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、下記

の表のとおり都道府県別漁獲可能量を定めたので、同条第４項の規定に基づき、

通知いたします。 

記 

 

（表）令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分 

特定水産資源 
都道府県別漁獲可

能量（トン） 
基本シェア（％） 

現行水準の場合の

目安数量（トン） 

すけとうだら 

太平洋系群 
   

すけとうだら  

日本海北部系群 
   

すけとうだら 

オホーツク海南部 
   

すけとうだら 

根室海峡 
   

するめいか 現行水準 0.03% 50 トン未満 

かたくちいわし 

瀬戸内海系群 
   

ぶり 試行水準  －  
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水 産 第 4 7 4 9 号 

令和 ８ 年３月 ６ 日 

 
 

松浦海区漁業調整委員会 

会長  川 嵜 和 正 様 

 

 

佐賀県知事 山 口 祥 義 

 

 

外津漁業協同組合におけるカキ試験養殖について（協議） 

 

 

このことについて、別紙のとおり申請がありましたので、試験養殖処理要綱第

４条の規定により貴委員会の意見を求めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当：農林水産部水産課漁業調整担当 

電話：0952-25-7145 
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議題７
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水産第 4817 号 

令和８年(2026 年)３月４日 

 

 

松浦海区漁業調整委員会 

会長 川嵜 和正 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義 

                            

 

漁業法第 91 条第１項に基づく指導について（諮問） 

 

 漁業法第 91 条第１項に基づく指導を行うにあたり、同法第 91 条第３項の規

定により、貴漁業調整委員会の御意見をお聴かせくださるようお願いします。 

  

 

農林水産部水産課 
漁業調整担当  伊藤・吉田 
電話:0952-25-7145 
FAX :0952-25-7274 
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議題８



水産第 4817 号 

令和８年(2026 年)３月４日 

 

 仮屋漁業協同組合 

 代表理事組合長 牧元 義博 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

漁業法第 91 条第１項に基づく指導について 

 

 

 貴漁業協同組合から漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 90 条第 1 項の規定

に基づき、資源管理の状況等の報告があった件について、同法第 91 条第１項の

規定に基づき、別添のとおり指導を行います。 

 なお、報告の期日は令和８年４月末までといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 伊藤・吉田) 
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水産第 4817 号 

令和８年(2026 年)３月４日 

 

 外津漁業協同組合 

 代表理事組合長 加納 貢章 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

漁業法第 91 条第１項に基づく指導について 

 

 

 貴漁業協同組合から漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 90 条第 1 項の規定

に基づき、資源管理の状況等の報告があった件について、同法第 91 条第１項の

規定に基づき、別添のとおり指導を行います。 

 なお、報告の期日は令和８年４月末までといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 伊藤・吉田) 
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水産第 4817 号 

令和８年(2026 年)３月４日 

 

 株式会社 伊万里真珠 

 代表取締役 堤 久成 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

漁業法第 91 条第１項に基づく指導について 

 

 

 貴漁業協同組合から漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 90 条第 1 項の規定

に基づき、資源管理の状況等の報告があった件について、同法第 91 条第１項の

規定に基づき、別添のとおり指導を行います。 

 なお、報告の期日は令和８年４月末までといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 伊藤・吉田) 
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第一種区画漁業権の利用状況について 
 
（指導内容） 

当該区画漁業権の行使状況が適切ではないため直ちに是正措置を実施すること。また、改
善した結果を令和８年４月 30 日までに報告すること。 

指導に従わない場合、漁業法第 91 条第２項に基づく勧告を行い、この勧告に従わない場
合、同法第 92 条第２項に基づき当該区画漁業権の取り消しを命ずる可能性があることを申
し添える。 

 
（対象漁業権） 

漁業権者 漁業権番号 養殖の種類 
仮屋漁業協同組合 松区第 311 号 魚類小割式養殖業 

 
（漁業権の行使状況が適切ではない理由） 

第一種区画漁業とは、一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養
殖業である。養殖業とは、収穫の目的をもって、人工手段を加え、水産動植物の発生又は生
育を積極的に推進し、その個体の数又は量を増加させる事業をいうのであって、筏内での釣
り行為は養殖業ではない。 
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第一種区画漁業権の利用状況について 
 
（指導内容） 

現在、生産実績や養殖実態が確認できないため、実績・実態の把握を行い適切かつ有効に
漁業権を行使すること。現在使用していないのであれば、今後の生産計画について協議し、
その結果を令和８年４月 30 日までに報告すること。 

 
（対象漁業権） 

漁業権者 漁業権番号 養殖の種類 
外津漁業協同組合 松区第 409 号 介類小割式養殖業 
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第一種区画漁業権の利用状況について 
 
（指導内容） 

現在、生産実績や養殖実態が確認できないため、実績・実態の把握を行い適切かつ有効に
漁業権を行使すること。現在使用していないのであれば、今後の生産計画について協議し、
その結果を令和８年４月 30 日までに報告すること。 

 
（対象漁業権） 

漁業権者（関係漁協） 漁業権番号 養殖の種類 
株式会社伊万里真珠
（大浦浜漁協） 

松区第 612 号 真珠養殖業 
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第２３期第１回筑肥連合海区漁業調整委員会 
 
 
                             日時：令和８年２月９日（月） １４：００～ 
                             場所：福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

（福岡市博多区東公園７番７号） 
 
 
 
                            次  第 
 
 
１．開 会 
 
２．議 題 
（１）仮議長の選出について（協議） 
                                                        資料１（１～２頁） 
 
（２）会長の選任について（協議） 
                                                      資料１（１～２頁） 
 
（３）副会長の選任について（協議） 
                                                         資料１（１～２頁） 
 
（４）唐津湾におけるかたくちいわしまき網漁業の操業協定について（協議） 
                                                        資料２（３～９頁） 
 
（５）福岡県海域に入漁する佐賀県いかつり漁船（５トン以上）の操業について（協議） 
                          資料３（１０頁） 
 
（６）佐賀県海域に入漁する福岡県ごち網漁業に係る操業協定について（協議） 
                                                   資料４（１１～１５頁） 
   
（７）第４０回筑肥漁場協議会について（報告） 
                                                  資料５（１６～１９頁） 
 
（８）その他 
 
３．閉 会 
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議題９



第２３期第１回 筑肥連合海区漁業調整委員会 出席者名簿 

 

日時：令和８年２月９日(月) １４:００～ 

場所：福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

水産庁九州漁業調整事務所 

所  長   中 村 克 彦 

調整課係員  西 田 羽 那 

福 岡 県 佐 賀 県 

筑前海区漁業調整委員会委員 

会  長     冨 重 信 一 

藤 野 秀 司 

畑 中 鶴 見 

井 上   博 

上 田 直 子 

太 田 耕 平 

松浦海区漁業調整委員会委員 

会  長      川 嵜 和 正 

荒 巻 信 弘 

坂 本 安 則 

川 添 光 尚 

浦 丸 清 廣 

福岡県農林水産部水産局漁業管理課 

漁業調整係長   松 本 昌 大 

 主任主事     有 吉 希 望 

 主任技師     田 中 慎 也 

佐賀県農林水産部水産課 

漁業調整担当係長 伊 藤 毅 史 

 

福岡県海区漁業調整委員会事務局 

事務局長     池 浦   繁 

技術主査     中 川   清 

主任主事     山 田 菜美子 

佐賀県海区漁業調整委員会事務局 

事務局長     荒 巻   裕 

主事       吉 田 友 香 

 

-38-


